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本庄市 上下水道耐震化計画（上下水道） 

本庄市 水道課、下水道課  

策 定  令和 ７ 年 ３ 月 

１ 目標1 

本庄市では、災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向け、本庄市水道事業ビジョン及び本庄市下

水道総合地震対策計画に基づき、対策が必要な施設の耐震化を実施している。 

急所施設及び避難所等の重要施設は、今後、概ね 35 年間で耐震化を完了することを目指す。このうち令和７

年度から令和１１年度の５年間において、上水道については、被災すると極めて大きな影響を及ぼす急所施設を

最優先に耐震化を実施することを目標とし、下水道については、急所施設がわずかであることから、避難所等の

重要施設の下水が流下する管路施設の耐震化を実施することを目標とする。 

 

２ 計画期間 

 令和７年４月～令和１２年３月  

 

３ 下水道処理区域内における避難所等の重要施設2の設定（上下水道共通） 

区分 
下水道処理区域内における避難所等の重要施設（上下水共通） 

施設数 施設名称 

対象全施設数 41 

本庄市役所、児玉総合支所、本庄西中学校、本庄西小学校、本庄東小学校、

本庄東中学校、本庄高等学校、本庄南小学校、中央小学校、本庄南中学校、

本庄市民文化会館、児玉中学校、児玉小学校、児玉郡市広域消防本部中央

消防署、児玉郡市広域消防本部本庄分署、市民活動交流センター（はにぽん

プラザ）、特別養護老人ホームトマト村、はなわの杜、本庄福島病院、青木病

院、そのべ病院、本庄駅前病院、鈴木外科病院、本庄上里学校給食センタ

ー、旭小学校、彩北病院、本庄駅、本庄総合病院、北泉小学校、本庄早稲田

駅、水循環センター、小山川クリーンセンター、西五十子市営住宅、郡酪跡地

(児玉)、児玉駅、障害福祉センター、岡病院、本庄警察署、水道庁舎、保健セ

ンター、本庄総合公園体育館(シルクドーム) 

上下水道管路等の 

耐震性能確保済み3

の施設数 

（令和５年度末時点） 

0  

 
1 目標は、水道事業者等と下水道管理者が相互に調整を行い、記載する。計画期間内に全ての対象施設で対策を実施することが困難な場合に

は、計画期間内に対策を実施する施設の選定方針や、計画期間外を含め全ての対象施設における対策実施時期の目安等についても記載する。 
2 下水道処理区域内において地域防災計画等で定められている避難所や医療機関等、災害時に上下水道機能の確保が必要な重要施設をいう

（緊急点検時における「特に重要な施設」と同じ定義）。 
3 重要施設に接続する水道管路（配水本管・配水支管、配水池～避難所等の重要施設）と下水道管路（避難所等の重要施設～下水処理場直前

の最終合流地点までの下水道管路及びその途中にあるポンプ場）の双方の耐震機能を確保することをいう。 

別紙２ １
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上下水道管路等の 

耐震性能確保の 

目標施設数4 

（令和１１年度末迄） 

0  

  

 
4 耐震性能確保済みの施設数（令和５年度末時点）を含め、令和１１年度末迄（計画期間は５年程度）に目標とする施設数をいう。 
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４ 下水道処理区域外における避難所等の重要施設5の設定6 

区分 
下水道処理区域外における避難所等の重要施設 

施設数 施設名称 

対象全施設数 27 

利根グリーンセンター、仁手小学校、介護老人福祉施設安誠園、吉沢病院、藤

田小学校、特別養護老人ホーム四季咲きの杜、本庄ひまわり自立支援センタ

ー、特別養護老人ホームシャローム、旧境島小学校、境島村公民館、特別養

護老人ホームオルトビオス児玉ホーム、本庄児玉病院、秋平小学校、児玉郡市

広域消防本部児玉分署、金屋小学校、児玉文化会館（セルディ）、児玉総合公

園体育館（エコーピア）、特別養護老人ホーム千鳥の丘、本泉小学校、共和小

学校、埼玉県立本庄特別支援学校、JAひびきの本庄地区経済センター、JAひ

びきの南部営農経済センター、児玉中央病院、本庄県土整備事務所、児玉警

察署、東部スポーツグラウンド 

水道管路の 

耐震性能確保済み7

の施設数 

（令和５年度末時点） 

0  

水道管路の 

耐震性能確保の 

目標施設数 

（令和１１年度末迄） 

0  

 

  

 
5 下水道処理区域外において地域防災計画等で定められている避難所や医療機関等、災害時に水道機能の確保が必要な重要施設をいう。 
6 水道事業者等が汚水処理施設の管理者等と調整を行い、汚水処理施設に関する耐震化の状況や計画等を確認した上で設定するものとする。 
7 重要施設に接続する水道管路（配水本管・配水支管、配水池～避難所等の重要施設）の耐震機能を確保することをいう。 
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≪ 本庄市 上下水道耐震化重点計画のうち 水道事業等に関する計画 ≫                 

 

５ 水道システムの急所施設の耐震化（上水道事業及び水道用水供給事業） 

（１） 取水施設 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％）8 

対象全取水施設 14 34,730  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 0 0 0 

耐震化目標（令和 11 年度末迄） 3 7,960 23 

 

（２） 導水施設（導水管） 

 管路延長（m） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

対象全導水管（令和５年度末時点） 1,269 1,644 6,960 9,873 13 30 

耐震化目標（令和 11 年度末迄） 3,058 1,644 5,172 9,873 31 48 

 

（３）浄水施設 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％）9 

対象全浄水施設 4 45,390  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 0 0 0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 0 0 0 

 

（４）送水施設（送水管） 

 管路延長（m） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

対象全送水管（令和５年度末時点） 478 2,436 18,980 21,893 2 13 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 5,215 2,436 14,242 21,893 24 35 

 

（５）配水施設（配水池（配水塔含む）及び浄水池） 

 箇所数（箇所） 有効容量（ｍ３） 耐震化率（％）10 

対象全配水池 13 37,279  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 3 7,900 21 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 3 7,900 21 

 
8 取水施設の耐震化率＝耐震対策の施された取水施設能力÷対象全取水施設能力 
9 浄水施設の耐震化率＝耐震対策の施された浄水施設能力÷対象全浄水施設能力 
10 配水池の耐震化率＝耐震対策の施された配水池有効容量÷対象全配水池有効容量 
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（６）ポンプ所（取水、導水、送水及び配水ポンプ所） 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％）11 

対象全ポンプ所 2 16848.0  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 0 0 0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 0 0 0 

 

６ 避難所等の重要施設12に接続する水道管路の耐震化（上水道事業） 

配水池～避難所等の重要施設までの水道管路（配水本管＋配水支管）  

（１）下水道処理区域内における避難所等の重要施設 

 管路延長（km） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

避難所等の重要な施設に接続す

る配水管（令和５年度末時点） 
4.90 1.14 25.17 31.21 16 19 

 配水本管 0.58 0.86 10.93 12.37 5 12 

配水支管 4.32 0.28 14.24 18.84 23 24 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 9.28 1.14 20.79 31.21 30 33 

 

（２）下水道処理区域外における避難所等の重要施設 

 管路延長（km） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

避難所等の重要な施設に接続す

る配水管（令和５年度末時点） 
1.29 1.72 19.71 22.72 6 13 

 配水本管 0 0 5.51 5.51 0 0 

配水支管 1.29 1.72 14.20 17.21 7 17 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 1.44 1.72 19.56 22.72 6 14 

 

※ 必要に応じて概要図等の参考資料を添付  

 
11 ポンプ所の耐震化率＝耐震対策の施されたポンプ所能力÷対象全ポンプ所能力 
12 下水道処理区域外における避難所等の重要施設も含む 
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≪ 本庄市 上下水道耐震化重点計画のうち 下水道事業に関する計画 ≫                 

 

９ 下水道システムの急所施設13の耐震化 

（１）下水処理場（揚水、沈殿、消毒機能に係る施設に限る） 

 
揚水施設 沈殿施設 消毒施設 

揚水、沈殿、消毒機能

に係る全ての施設14 

上記施設

を有する

処理場の

箇所数 

（箇所） 

耐震化率

（％） 

上記施設

を有する

処理場の

箇所数 

（箇所） 

耐震化率

（％） 

上記施設

を有する

処理場の

箇所数 

（箇所） 

耐震化率

（％） 

処理場の

箇所数 

（箇所） 

耐震化率

（％） 

対象全箇所数 －  －  －  －  

耐震性能確保済みの

箇所数 

（令和５年度末時点） 

－ － － － － － － － 

耐震性能確保の目標

箇所数 

（令和１１年度末迄） 

－ － － － － － － － 

※処理場は県営事業のため本市の下水道施設の急所施設はありません。 

（２）下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路15 

 管路延長（km） 耐震化率（％） 

対象全延長 0.01  

耐震性能確保済みの延長（令和５年度末時点） 0 0 

耐震性能確保の目標延長（令和１１年度末迄） 0.01 100 

 

（３）下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までのポンプ場16 

 ポンプ場の箇所数（箇所） 耐震化率（％） 

対象全箇所数 －  

耐震性能確保済みの箇所数（令和５年度末時点） － － 

耐震性能確保の目標箇所数（令和１１年度末迄） － － 

  

 
13 下水処理場並びに下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路及びポンプ場をいう。なお、流域下水道の下水道管路及び

ポンプ場については、最終合流地点以前も含めて急所施設とする。 
14 当該列において、「対象全箇所数」には、揚水、沈殿、消毒施設のいずれかを有する対象の処理場の箇所数を記入する。「耐震性能確保済み

の箇所数（令和５年度末時点）」及び「耐震性能確保の目標箇所数（令和１１年度末迄）」には、このうち、揚水、沈殿、消毒施設の全てで耐

震性能を確保した処理場の箇所数等を記入する。その際、揚水、沈殿、消毒施設のいずれかを持たない処理場について、存在しない施設は耐

震性能確保済みとカウントする。（例：揚水施設を持たない処理場について、沈殿、消毒施設が耐震性能確保済みであれば、カウントする。） 
15 流域下水道の下水道管路については、最終合流地点以前も含めて急所施設とする。 
16 流域下水道のポンプ場については、最終合流地点以前も含めて急所施設とする。 
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１０ 避難所等の重要施設に接続する下水道管路等の耐震化 

（１）避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路 

 管路延長（km） 耐震化率（％） 

対象全延長 36.26  

耐震性能確保済みの延長（令和５年度末時点） 12.50  34.5 

耐震性能確保の目標延長（令和１１年度末迄）  16.91 46.6 

 

（２）避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路の途中にあるポンプ場17の箇所数 

 ポンプ場の箇所数（箇所） 耐震化率（％） 

対象全箇所数 2  

耐震性能確保済みの箇所数（令和５年度末時点） 2 100 

耐震性能確保の目標箇所数（令和１１年度末迄） 2 100 

 

※ 必要に応じて概要図等の参考資料を添付 

以上 

 
17 最終合流地点にあるポンプ場は含まない。 


